
交通安全の取組

留 a 毎年、児童等の交通死亡事故が発生している。児童等の尊い命を守るため

意 にも、警察等と連携し、交通安全教育に取り組むことが重要である。

点 b 危険予測学習（ＫＹＴ）を活用した取組が必要である。

c 過去、児童等が加害者となった事案もあるため、賠償責任等について学ぶ

機会が必要である。

取 ポイント１

組 警察等と連携し、交通安全教育の充実を図る。
□交通安全教育の充実により、「自らの命は自ら守る」意識を醸成し、交通ルール

を守ることを身に付ける。

□心にゆとりと、時間に余裕をもって行動することを身に付ける。

□警察等と連携し、交通安全教室、自転車教室等に取り組む。

□生徒が主体となる「サイクルスクールリーダー活動」を推進する。

□特に、自転車の安全運転に気を付ける。自転車の安全点検も重要である。

・携帯電話を操作しながら、傘を差しながら、ヘッドホンステレオ等を聞きなが

らなどの、「ながら運転」はしない

・坂道などで、スピードを出し過ぎ、高速で走行しない

・小中学生は、自転車運転時のヘルメットの着用を推進する

□道路横断時は、横断歩道や自転車横断帯を利用し、飛び出しや斜め横断はしない。

□交差点や踏切では、必ず一旦停止し、左右の車両等の走行に気を配る。

□若年ドライバーの重大事故が増加しているため、在学中又は卒業時に、自動二輪

や普通免許を取得する生徒への交通安全教育の充実を図る。

□二輪車で通学する生徒に対しては、二輪車安全運転講習会（サマースクール）を

活用する。

□ＪＲ社との連携を図り、各地域の生徒指導連絡協議会等で情報交換を行い、踏切

事故の未然防止に取り組む。

□各学校での仮入学時に、新入生及び保護者に対し、交通安全指導の徹底を図る。

ポイント２

危険予測学習（ＫＹＴ）を活用する。
□学校における交通安全教育は、教職員による説明的な指導から、児童等が自らの

安全を自ら確保しようとする態度の育成に向け、質的な変換が求められている。

□危険予測学習は、①状況把握、②危険予測、③回避方法の考察、④安全行動の意

思決定の４段階で学習する。終わりの会など、短時間での指導も可能である。

ポイント３

加害者となった際の責任について教える。
□自転車は軽車両の一つであり、場合によっては、交通事故の加害者となることを

常に意識する。

□自転車であっても、法律違反をして事故を起こすと刑事上の責任が、相手に怪我

をさせた場合は、民事上の損害賠償責任が生じることを児童等に教える。

□万一の事態に備え、保護者に対し、個人賠償保険や傷害保険等の利用について啓

発する。



■ 交通重大事故への対応

１ 第一報の受理
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初 ２ 教職員の緊急招集

３ 第一報の情報共有 及び 校長（責任者）の指示事項

分 〔 問題行動等対応マニュアル「重大事案発生時の基本的対応」参照 〕

□ (1) 第一報の情報共有（必要に応じて緊急職員会議）

□ (2) 情報収集 → 情報管理者〔教頭等を指名〕への報告を徹底

動 ① 警察、消防からの情報収集（５Ｗ１Ｈ､搬送先､他の被害者の有無等）〔学年〕

以 ② 事故現場へ複数教員派遣（携帯所持､状況･目撃児童等の確認等）

〔生徒指導主任等〕

□ (3) 連絡

① 被災児童等の保護者への連絡 〔担任等〕

内 ② 所管教委への第一報(電話・FAXで要点のみ、必要に応じ協力を要請)

対 □ (4) 報道窓口の一本化 〔教頭・事務長〕

□ (5) 記録開始 〔教務主任等〕
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４－１ 校長 ４－２ 教頭等

分 □ (1) 搬送先病院へ急行 □ (1) 教職員への指示事項

応 ① 管理下の場合は謝罪 ① 情報集約（情報一元化）

以 ② 保護者への付き添い ② 所管教委への第二報など連絡

③ 病院関係者等から情報収集 ③ ハイリスク児童等把握を指示

内 ④ 学校への連絡 （目撃生徒・友人等）

□ (2) 児童等死亡の際 登校中の場合 下校時・放課後の場合

初 24 ① 遺体が自宅に戻るまで付き

添う（長期対応も視野に、途 ５ 危機対応組織編成 ５ 危機対応組織編成

中で教頭との交替も可） □ 緊急職員会議 □ 教職員の緊急招集

時 ② 遺族の兄弟姉妹がある場合 □ 教委への協力要請 □ 教委への協力要請

期 には、教職員へ配慮を指示

③ 献花の指示 ６ 遺族対応 ６ 遺族対応

間 ※ ②③は教頭も指示

７ 児童等への説明 ７ 児童等への説明準備

対

以 ＳＣによる緊急支援 ８ ケア態勢 ８ ケア態勢

学校 → 教育委員会 □ 目撃児童等・友人 □ 目撃児童等・友人

(学校ﾒﾝﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ事業で対応) の把握とケア の保護者へケア要請

応 内

９ 平常授業へ ９ 翌日へ

※ 幼児児童生徒は、「児童等」と表記


